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生
議
案
委
員
会
委
員
選
挙
人
名

轟
饗
載
申
請
に
つ
い
て

「
農
業
委
員
会
委
員
選
挙
人
名
簿
」
は
、

農
業
委
員
を
選
挙
で
選
出
す
る
た
め
に
、

毎
年
作
成
す
る
よ
う
法
律
で
定
め
ら
れ

た
書
類
で
す
。

毎
年
1
月
1
日
現
在
に
選
挙
権
を
有

す
る
方
が
、
選
挙
管
理
委
員
会
へ
申
請

書
を
提
出
す
る
こ
と
で
、
選
挙
人
名
簿

が
調
製
さ
れ
ま
す
。
こ
の
名
簿
に
載
っ

て
い
な
い
と
農
業
委
員
選
挙
の
投
票
も

リ
コ
ー
ル
の
請
求
も
で
き
ま
せ
ん
。

対
象
者
　
次
の
①
～
⑤
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
方

①
市
内
に
住
所
が
あ
り
、
1
0
ア
ー
ル

（
1
、
0
0
0
2
m
）
以
上
の
農
地
に
つ
い

て
耕
作
の
業
務
を
営
み
、
平
成
2
3
年

3
月
3
1
日
現
在
で
満
2
0
歳
以
上
の
方

②
前
項
の
方
と
住
所
を
同
一
に
し
、
生

計
を
と
も
に
し
て
い
る
同
居
の
親
族

ま
た
は
配
偶
者
で
、
年
間
お
お
む
ね

的
目
以
上
耕
作
に
従
事
し
て
い
る
平

成
2
3
年
3
月
3
1
日
現
在
で
満
2
0
歳
以

上
の
方

③
1
0
ア
ー
ル
以
上
の
農
地
を
耕
作
す
る

農
業
生
産
法
人
の
組
合
員
ま
た
は
社

員
で
、
年
間
0
0
日
以
上
の
耕
作
に
従

事
し
て
い
る
平
成
2
3
年
3
月
3
1
日
現

在
で
満
2
0
歳
以
上
の
方

※
市
内
で
1
0
ア
ー
ル
に
満
た
な
い
農
地

を
耕
作
し
、
他
市
町
村
の
土
地
を
梅

原
（
所
有
権
、
賃
借
権
な
ど
）
に
基
づ

き
耕
作
し
て
い
る
農
家
で
、
併
せ
て

1
0
ア
ー
ル
以
上
と
な
る
場
合
に
は
、

選
挙
権
が
あ
り
ま
す
の
で
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。

申
請
方
法

1
2
月
中
旬
に
農
業
委
員
会
か
ら
各
農

事
組
合
に
申
請
書
を
送
付
し
ま
す
の

で
、
記
入
し
て
各
組
合
長
が
取
り
ま
と

め
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
農
事
組
合
に
加
入
さ
れ
て
い
な
い
農

家
に
つ
い
て
は
、
農
家
世
帯
ご
と
に

郵
送
し
ま
す
。
ま
た
、
申
請
書
が
届

か
な
か
っ
た
方
や
申
請
書
を
紛
失
し

て
し
ま
っ
た
方
は
、
農
業
委
員
会
・

各
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
・

」
A
な
ど
に
備
え
付
け
て
あ
り
ま
す

申
請
書
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

申
請
期
限
　
平
成
2
3
年
1
月
1
0
日
（
月
）

申
請
・
間
合
先

市
農
業
委
員
会
事
務
局

議
運
事
業
所
の
皆
さ
ん
へ

平
成
2
2
年
工
業
統
計
調
査
を
1
2
月
3
1

日
現
在
で
行
い
ま
す
。

調
査
の
実
施
に
つ
い
て
は
、
本
年
1
2

月
か
ら
来
年
1
月
に
か
け
て
製
造
業
を

営
む
事
業
所
を
対
象
に
調
査
員
が
お
伺

い
し
ま
す
。

な
お
、
調
査
票
に
記
入
し
て
い
た
だ

い
た
内
容
に
つ
い
て
は
、
統
計
法
に
基

づ
き
秘
密
が
厳
守
さ
れ
ま
す
の
で
、
正

確
な
ご
記
入
を
お
願
い
し
ま
す
。

間
合
先
　
産
業
観
光
課
　
商
工
観
光
担
当

競
漕
費
生
活
審
議
会
委
員
を

寮
葉
し
て
い
ま
す
。

消
費
生
活
審
議
会
は
、
消
費
生
活
の

安
定
・
向
上
に
つ
い
て
調
査
・
審
議
を

行
い
ま
す
。
こ
の
消
費
生
活
審
議
会
の

委
員
を
募
集
し
ま
す
。

応
募
資
格
　
平
成
2
3
年
1
月
1
日
現
在

で
県
内
に
居
住
す
る
2
0
歳
以
上
の
方

募
集
定
員
　
3
名

任
　
期
　
平
成
2
3
年
3
月
2
4
日
～
平
成

2
5
年
3
月
2
3
日

活
動
内
容
　
年
1
回
程
度
の
審
議
会

（
平
目
に
開
催
）
に
出
席
し
て
い
た
だ
き

ま
す
（
報
酬
・
旅
費
を
支
給
し
ま
す
）
。

必
要
書
類

○
所
定
の
応
募
用
紙

O
「
安
全
・
安
心
な
消
費
生
活
の
た

め
に
必
要
な
こ
と
」
を
テ
ー
マ
に

8
0
0
字
程
度
の
小
論
文

※
所
定
の
用
紙
は
、
市
民
生
活
課
に
あ

り
ま
す
。
ま
た
、
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（
言
古
ミ
重
責
．
p
m
O
f
．
y
a
∋
a
つ
a
S
≡

j
p
み
J
o
k
E
h
i
つ
，
S
雲
つ
d
箕
．
≡
喜
一
）
で
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

提
出
方
法

○
郵
送
・
持
参

（
平
目
8
時
5
0
分
～
1
7
時
1
5
分
）

○
電
子
メ
ー
ル
（
s
J
O
k
に
≡
つ
，
S
｛
◎
p
m
e
＋
．

y
a
雪
害
a
S
字
一
g
も
）

応
募
締
切
日
　
1
2
月
2
4
日
（
金
）
必
着

応
募
・
間
合
先

〒

4

0

0

－

8

5

O

l

甲
府
市
丸
の
内
1
－
6
－
1

山
梨
県
企
画
県
民
部
　
消
費
者
安

全
・
食
育
推
進
課
　
消
費
生
活
担
当

℡
0
5
5
（
2
2
3
）
1
3
5
2

憲
駆
回
人
権
週
間

1
2
月
4
日
か
ら
同
日
ま
で
の
1
週
間

は
「
人
権
週
間
」
で
す
。

昭
和
2
3
年
の
国
連
総
会
に
お
い
て
世

界
人
権
宣
言
が
採
択
さ
れ
た
こ
と
を
記

念
し
て
毎
年
1
2
月
1
0
日
を
「
人
権
デ
ー

（
工
u
∃
a
コ
カ
一
g
吉
5
9
a
y
）
」
と
し
て
い
ま

す
。
今
年
は
6
2
年
目
に
あ
た
り
ま
す
。

今
年
度
の
啓
発
活
動
重
点
目
標
は

『
み
ん
な
で
築
こ
う
　
人
権
の
世
紀

～
考
え
よ
う
　
相
手
の
気
持
ち
　
育
て

よ
う
　
思
い
や
り
の
心
』
で
す
。
世
界

人
権
宣
言
の
意
義
を
考
え
、
お
互
い
の

人
権
を
尊
重
し
て
明
る
い
社
会
を
つ
く

リ
ま
し
ょ
う
。
小
さ
な
こ
と
で
も
一
人

ひ
と
り
が
で
き
る
こ
と
か
ら
始
め
れ

ば
、
お
互
い
の
人
権
を
守
る
こ
と
に
つ

な
が
り
ま
す
。

人
権
問
題
で
お
困
り
の
方
は
、
お
気

軽
に
最
寄
り
の
人
権
擁
護
委
員
か
法
務

局
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
相
談
は
無
料
、

秘
密
厳
守
で
、
特
に
手
続
き
な
ど
は
必

要
あ
り
ま
せ
ん
。

相
談
・
間
合
先

甲
府
地
方
法
務
局
大
月
支
局

℡
（
2
2
）
0
7
9
9

言
囲
賭
責
保
険
・
自
賠
責
共
済

自
賠
責
保
険
・
自
賠
責
共
済
は
、
万

日
の
自
動
車
事
故
の
際
の
基
本
的
な
対

人
賠
償
を
目
的
に
、
原
動
機
付
自
転
車

を
含
む
す
べ
て
の
自
動
車
に
加
入
が
義

務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
（
自
動
車
損
害

賠
償
保
障
法
）
。
自
賠
責
保
険
・
自
賠

責
共
済
な
し
で
の
運
行
は
法
令
違
反
で

す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

四
輪
車
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
特
に
、

車
検
制
度
の
な
い
2
5
0
∝
以
下
の
バ

イ
ク
（
原
動
機
付
自
転
車
、
軽
二
輪
自

動
車
）
は
、
有
効
期
限
切
れ
、
か
け
忘

れ
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

な
お
、
自
賠
責
制
度
の
詳
し
い
内
容

は
、
ヨ
H
p
ミ
ミ
ミ
ニ
i
b
a
こ
p
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

溌
ザ
I
へ
の
協
力

慨
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

都
留
市
明
る
い
社
会
づ
く
り
運
動
推

進
協
議
会
に
よ
る
1
0
月
3
1
日
（
日
）
の
バ

ザ
ー
に
ご
協
力
い
た
だ
き
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。

こ
の
バ
ザ
ー
の
収
益
金
は
、
市
内
約

4
0
0
名
の
新
入
学
児
童
に
黄
色
い
帽

子
を
贈
る
た
め
に
使
わ
れ
ま
す
。


